
去
る
、
３
月
12
日
（
金
）
、

16
時
よ
り
、
タ
ブ
レ
ッ
ト

根
岸
５
階
会
議
室
に
て
労

供
労
組
協
第
27
回
総
会
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
関
西

か
ら
４
組
合
、
９
名
、
総

勢
16
組
合
33
名
の
参
加
が

あ
り
ま
し
た
。

最
初
に
伊
藤
彰
信
議
長

か
ら
「
今
国
会
で
労
働
者

派
遣
法
が
改
訂
さ
れ
よ
う

と
し
て
い
る
が
、
は
た
し

て
抜
本
的
な
見
直
し
に
な
っ

て
い
る
の
か
疑
問
だ
。
今

期
は
社
会
政
策
学
会
で
労

供
事
業
に
つ
い
て
報
告
し

た
り
、
國
學
院
大
學
で
労

供
研
究
会
が
立
ち
上
が
っ

た
り
し
た
。
労
供
事
業
が

社
会
的
に
認
知
さ
れ
、
派

遣
に
代
わ
る
た
め
に
ど
う

活
動
し
て
い
く
の
か
、
ま

た
、
ど
の
よ
う
に
社
会
的

に
ア
ッ
ピ
ー
ル
し
て
い
く

の
か
が
課
題
だ
。
労
働
者

供
給
事
業
法
を
作
り
、

労
働
組
合
の
労
供
が
派

遣
に
代
わ
れ
る
よ
う
運

動
を
作
っ
て
い
こ
う
。
」

と
挨
拶
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
横
山
南
人

事
務
局
長
か
ら
、
２
０

０
９
年
度
の
経
過
が
以

下
の
通
り
報
告
さ
れ
ま

し
た
。

昨
年
の
３
月
19
日
お

よ
び
10
月
７
日
の
厚
生
労

働
省
と
の
懇
談
、
今
年
、

２
月
12
日
の
日
雇
い
雇
用

保
険
受
給
資
格
の
緊
急
緩

和
措
置
や
労
働
者
供
給
事

業
者
に
よ
る
労
働
者
供
給

事
業
報
告
の
集
計
結
果
公

表
な
ど
を
厚
生
労
働
省
へ

要
請
し
ま
し
た
。

企
業
組
合
ス
タ
ッ
フ
フ
ォ
ー

ラ
ム
で
の
供
給
・
派
遣
に

お
け
る
労
働
者
派
遣
事
業

の
運
営
状
況
に
つ
い
て
は
、

一
昨
年
、
秋
以
降
の
景
気

の
後
退
に
よ
り
、
上
半
期

の
中
心
と
な
る
予
定
だ
っ

た
製
造
・
倉
庫
業
へ
の
派

遣
が
４
分
の
１
に
ま
で
落

ち
込
み
、
事
業
計
画
の
見

直
し
を
す
る
事
態
に
ま
で

至
り
ま
し
た
。
ま
た
、
活

発
な
営
業
活
動
に
よ
り
派

遣
先
企
業
を
開
拓
す
る
も

の
の
、
開
拓
先
企
業
の
労

働
組
合
ア
レ
ル
ギ
ー
に
よ

り
直
前
に
破
談
に
な
る
ケ
ー

ス
が
多
々
あ
り
ま
し
た
。

各
組
合
に
お
け
る
労
供

事
業
報
告
で
は
ど
の
組
合

も
現
在
の
不
景
気
を
反
映

し
て
厳
し
い
事
業
運
営
状

況
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
う
い
う
状
況

の
中
で
も
、
新
た
な
供
給

先
を
確
保
し
、
供
給
を
広

げ
る
と
の
話
し
も
聞
か
れ

ま
し
た
。

２
０
０
９
年
度
に
新
た

な
仲
間
と
し
て
、
全
自
交

労
連
（
全
国
自
動
車
交
通

労
働
組
合
連
合
会
）
を
迎

え
、
全
国
の
労
供
事
業
所

79
事
業
所
の
内
、
44
事
業

所
が
労
供
労
組
協
の
加
盟

事
業
所
と
な
っ
て
い
ま
す
。

２
０
１
０
年
度
方
針
で
は

「
供
給
・
派
遣
」
に
お
け

る
事
業
体
と
し
て
、
今
国

会
で
成
立
す
る
見
通
し
の

あ
る
労
働
者
協
同
組
合
の

活
用
の
検
討
と
、
國
學
院

大
学
経
済
学
部
の
労
供
研

究
会
に
お
い
て
共
同
で
研

究
を
進
め
る
こ
と
を
新
た

に
掲
げ
ま
し
た
。
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労
供
労
組
協
第
27
回
総
会
開
催
さ
れ
る

～

派
遣
に
代
わ
る
労
働
者
供
給
事
業
を
求
め
て
～

(1)

【2009年度活動方針】

1.主な活動課題

(1)労働者の権利の維持・拡大

(2)「供給・派遣」などによる労働者事業体の強化・発展

(3)労供事業を行っている、あるいは、行おうとする労働組合との関係を維持し、

労供労組協への参加を呼びかける。

(4)労働者派遣法が規制強化される中で、労働組合関係団体に労供事業を働きか

ける。

2.他団体、行政との協力

(1)國學院大学経済学部の労供研究会に参加し、共同で研究を進める。

(2)労働者協同組合と連携して労働者協同組合法の制定運動を進める。

(3)NPO派遣労働ネットワークなど、非正規労働者に関する運動体などと連携し

て運動を進める。

(4)行政に関与する労働者派遣事業適正運営協力員、しごと情報ネット運営協議

会委員などに引き続き参加する。

(5)国連が決議した2012年の協同組合年に向けて、市民参加（新しい公共）によ

る運動への関わりを検討する。

3.労供事業の深化と豊富化に向けて

(1)労供事業の事業主性を追究し、労供組合を社会労働保険の適用事業者とする

ようにする。

(2)労働者が労働市場の支配力を高めるために、労供事業とともに職業教育、共

済活動、統一的な労働条件形成、労働相談の機能向上を追究する。

4.運営

(1)事務局ニュース「ろうきょう通信」を発行する。

(2)機関紙「ろうきょう」を発行する。

(3)総会を年１回、幹事会を年３回開催し、４役会議は随時開催する。

(4)秋季学習会を開催し、雇用システムの活性化、労供事業のあり方を学習する。

(5)会費は現状どおりとし、必要な財政措置はその都度幹事会に諮る。



去
る
２
月
12
日
（
金
）
厚
生
労

働
省
へ
要
請
を
行
い
ま
し
た
。
厚

生
労
働
省
側
は
職
業
安
定
局
需
給

調
整
事
業
課
の
鈴
木
英
二
郎
課
長

ら
が
対
応
し
ま
し
た
。

要
請
内
容
は
、
日
雇
雇
用
保
険

の
受
給
要
件
の
緩
和
（
印
紙
枚
数

を
現
行
の
２
ヶ
月
間
26
枚
か
ら
20

枚
に
削
減
）
と
労
働
者
供
給
事
業

法
（
仮
称
）
の
制
定
に
つ
い
て
の

検
討
な
ど
で
す
。

鈴
木
課
長
は
労
働
者
派
遣
法
の

改
正
後
、
派
遣
法
は
除
い
て
、
職

業
紹
介
事
業
や
労
働
者
供
給
事
業

な
ど
の
非
正
規
労
働
の
あ
り
方
に

つ
い
て
の
研
究
会
を
行
う
予
定
だ

と
話
さ
れ
ま
し
た
。

日
雇
雇
用
保
険
の
受
給
要
件
緩

和
に
つ
い
て
は
、
雇
用
保
険
課
の

松
岡
係
長
は
、
日
雇
雇
用
保
険
は

現
在
赤
字
で
あ
り
、
ま
た
、
法
改

正
を
伴
う
の
で
現
状
で
は
難
し
い

と
の
認
識
を
示
さ
れ
ま
し
た
。

労
働
者
供
給
事
業
者
に
よ
る
、

労
働
者
供
給
事
業
報
告
の
集
計
結

果
の
公
表
に
つ
い
て
は
、
集
計
結

果
が
出
た
ら
知
ら
せ
て
欲
し
い
と

要
望
し
、
職
業
紹
介
事
業
係
の
十

川
係
長
は
承
諾
さ
れ
ま
し
た
。
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３
月
16
日
（
火
）
に
労
供

労
組
協
伊
藤
彰
信
議
長
、
太

田
武
二
副
議
長
お
よ
び
横
山

南
人
事
務
局
長
の
３
名
が
社

民
党
の
阿
部
知
子
議
員
を
訪

問
し
ま
し
た
。

昨
年
３
月
の
雇
用
保
険
等

の
改
正
時
に
付
帯
決
議
の
中

に
「
雇
用
情
勢
の
急
激
な
悪

化
に
伴
い
、
日
雇
労
働
者
の

求
職
活
動
が
厳
し
さ
を
増
し

て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、

日
雇
労
働
求
職
者
給
付
金
の

需
給
要
件
の
見
直
し
を
含
め

制
度
が
活
用
さ
れ
る
よ
う
一

層
の
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。
」

と
い
う
文
章
が
入
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
日
雇
雇
用
保
険
に

関
わ
る
件
と
労
働
者
供
給
事

業
に
関
し
て
、
衆
議
院
厚
生

労
働
委
員
会
で
の
質
問
内
容

に
つ
い
て
、
打
合
せ
を
行
い

ま
し
た
。

翌
日
、
３
月
17
日
（
水
）

の
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
会

で
の
阿
部
議
員
と
長
妻
厚
生

労
働
大
臣
お
よ
び
細
川
厚
生

労
働
副
大
臣
と
の
質
疑
応
答

の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
す
。

阿
部
議
員
「
日
雇
い
労
働
者

は
ど
れ
く
ら
い
い
る
の
か
。
」

長
妻
厚
生
労
働
大
臣
「
平
成

20
年
度
は
１
０
８
万
人
で
あ

り
、
平
成
６
年
度
は
１
２
０

万
人
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

日
雇
労
働
被
保
険
者
手
帳
の

交
付
件
数
は
、
平
成
20
年
度

に
お
い
て
は
２
万
４
千
９
０

７
件
で
、
平
成
６
年
度
に
は

６
万
８
９
５
件
だ
っ
た
の
で
、

か
な
り
減
っ
て
い
る
。
」

阿
部
議
員
「
日
雇
労
働
者
が

持
つ
は
ず
の
白
手
帳
の
交
付

は
６
万
か
ら
２
万
４
千
と
、

半
分
以
下
に
減
っ
て
き
て
い

る
。
日
雇
保
険
の
受
給
者
が

少
な
い
と
い
う
こ
と
は
ど
の

よ
う
に
お
考
え
か
。
」

長
妻
大
臣
「
こ
の
減
っ
た
理

由
の
実
態
調
査
を
指
示
を
し

て
い
る
。
」

阿
部
議
員
「
昨
年
の
衆
議
院

厚
生
労
働
委
員
会
で
は
、
雇

用
保
険
法
の
改
正
の
採
用
時

に
、
日
雇

雇
用
保
険

に
関
し
て

附
帯
決
議

（
日
雇
労

働
保
険
の
求
職
者
給
付
金
の

需
給
要
件
の
見
直
し
等
）
が

採
択
さ
れ
た
。
で
は
、
果
た

し
て
ど
の
よ
う
な
見
直
し
を

考
え
て
い
る
の
か
。
」

長
妻
大
臣
「
日
雇
労
働
者
の

人
数
に
比
べ
て
、
被
保
険
有

資
格
の
手
帳
を
交
付
さ
れ
て

い
る
方
が
少
な
い
と
い
う
実

態
と
、
減
少
幅
が
大
き
い
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
実
態

を
詳
細
に
把
握
し
た
上
で
、

同
時
並
行
的
に
、
こ
の
手
帳

の
役
割
に
つ
い
て
広
報
を
適

切
な
場
所
で
し
て
い
く
と
い

う
こ
と
を
検
討
し
た
い
。
そ

し
て
、
改
善
す
べ
き
点
が
あ

れ
ば
改
善
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
」

阿
部
議
員
「
引
き
続
い
て
、

も
う
一
間
。
１
９
８
６
年
に

労
働
者
派
遣
法
が
施
行
さ
れ
、

こ
の
労
働
者
派
遣
と
い
う
形

態
が
我
が
社
会
に
取
り
入
れ

ら
れ
た
裏
側
で
は
、
労
働
組

合
が
行
う
労
働
者
供
給
事
業

と
い
う
も
の
が
認
め
ら
れ
て

い
る
。
労
働
者
み
ず
か
ら
が

労
働
組
合
と
い
う
形
を
も
っ

て
、
無
料
の
職
業
紹
介
を
行

う
わ
け
で
、
労
働
者
保
護
と

い
う
観
点
で
は
す
ぐ
れ
た
働

き
方
の
一
つ
に
な
る
の
で
は

な
い
か
と
思
う
。
現
在
、
こ

の
事
業
の
実
態
、
事
業
を
実

施
し
て
い
る
組
合
は
ど
の
く

ら
い
あ
る
の
か
。
ま
た
、
今

後
、
厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、

労
働
者
保
護
の
得
点
か
ら
、

労
働
者
供
給
事
業
を
ど
の
よ

う
に
評
価
し
、
サ
ポ
ー
ト
を

し
て
い
く
の
か
。
」

細
川
副
大
臣
「
平
成
20
年
度

に
お
い
て
は
、
79
の
組
合
が

許
可
を
得
て
お
り
、
４
万
７

千
人
の
労
働
者
を
年
間
延
べ

約
１
４
３
万
件
、
労
働
者
供

給
を
行
っ
て
い
る
。
昨
年
の

労
政
審
の
答
甲
で
は
、
日
雇

派
遣
が
禁
止
を
る
こ
と
に
な
っ

て
お
り
、
派
遣
労
働
者
の
雇

用
の
安
定
と
か
、
あ
る
い
は

企
業
の
人
材
確
保
を
支
援
す

る
と
い
う
意
味
で
は
、
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
の
が
適
当

だ
、
と
い
う
内
容
に
な
っ
て

い
る
の
で
、
厚
生
労
働
省
と

し
て
も
、
さ
ら
に
検
討
を
進

め
て
い
き
た
い
。
」

(2)

衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
に
お
い
て
社
民
党
阿
部
知
子
議
員

労
働
者
供
給
事
業
に
つ
い
て
質
問

労
供
は
労
働
者
保
護
と
い
う
観
点
で
は
す
ぐ
れ
た
働
き
方
の
一
つ

厚
生
労
働
省
ヘ
要
請
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